
いわゆるＤＶ法（保護命令）違反事件の受理処理の概況

， （ ）法務省刑事局において いわゆるＤＶ法施行 平成１３年１０月１３日

， （ ）後 平成１８年３月３１日までに報告を受けたいわゆるＤＶ法 保護命令

違反事件は２００件であり，その処分状況は以下のとおりである。

※〈 〉内は平成１６年１２月１日から平成１８年３月３１日までに報

告を受けた事件。

受理件数 起訴件数 公判請求件数 実刑判決

２００件 １６６件 １０７件 ２６件

〈８１〉 〈６２〉 〈３２〉 〈８〉

執行猶予付判決

（ ）うち保護観察付のもの

６８件（２４件）

〈１６ （ ３ ）〉〈 〉

公判係属中

１３件

〈８〉

略式命令請求件数

５９件

〈３０〉

不起訴件数

３３件

〈１８〉

家裁送致件数

１件

〈１〉

※ いわゆるＤＶ法違反以外の事実（暴行・傷害・器物損壊等）を合わ

せて処理等がされた事案を含む。



「女性の人権ホットライン」統計資料（平成１２年～１７年）

○　設置目的

○　各月の利用件数と主な相談内訳

年

相談内訳

暴 行 虐 待 1,145 2,166 2,412 2,478 2,285 8,541

強 制 ・ 強 要
（セクハラ・ストーカー除く）

1,147 2,348 3,049 3,086 2,758

セ ク ハ ラ 124 329 643 805 694 705 3,300

ス ト ー カ ー 131 202 334 403 425 286 1,781

そ の 他 1,731 6,800 17,454 22,446 20,225 18,287 86,943

合計（件） 2,326 9,623 22,945 29,115 26,908 24,321 115,238

　　※平成１２年は，７月～１２月の集計

１７年

　男女共同参画社会基本法の制定を踏まえ，性差別に起因する人権侵害の被害者の救済を推進するため，平成１
２年７月３日，全国５０の法務局・地方法務局の本局に，専用相談電話「女性の人権ホットライン」を設置し，
夫やパートナーからの暴力，職場等におけるセクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為等様々な女性の人権
問題をめぐる相談を専門的に受ける体制を整備したもの。

340

１２年（※） １３年 １４年 １５年 １６年

2,326

9,623

22,945

29,115
26,908

24,321

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

１２年（※） １３年 １４年 １５年 １６年 １７年


